
厚生労働省　政策別コスト情報に関する調書　様式２－１

政策：10.高齢者ができる限り経済的に自立できるよう、所得確保の仕組みの整備を図ることにかかるコストの状況

（所管：厚生労働省、一般会計、組織：厚生労働本省、担当部局：年金局)

(年金特別会計業務勘定、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定)

１．政策にかかるコスト　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52,706,087          百万円 (単位：百万円）

人件費
賞与引当金繰入

額
退職給付引当金

繰入額
基礎年金給付費 国民年金給付費 厚生年金給付費 福祉年金給付費

国家公務員共済
組合連合会等交

付金
補助金等 委託費等

6,677                  5,969                  327                    380                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

289                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

282                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

52,698,838          ( - )                    ( - )                    ( - )                    22,516,473          540,541              23,578,037          47                      4,752,414            125,932              188,446              

52,698,838          ( - )                    ( - )                    ( - )                    22,516,473          540,541              23,578,037          47                      4,752,414            125,932              188,446              

52,706,087          5,969                  327                    380                    22,516,473          540,541              23,578,037          47                      4,752,414            125,932              188,446              

(単位：百万円）

独立行政法人運
営費交付金

庁費等 その他の経費 減価償却費
貸倒引当金繰入

額
資産処分損益

（参　考）
決算額

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        67                      -                        221                    -                        

-                        -                        -                        282                    -                        -                        -                        

273,225              57,422                72,576                7,382                  586,338              -                        86,082,828          

273,225              57,422                72,576                7,382                  586,338              -                        86,082,828          

273,225              57,422                72,576                7,732                  586,338              221                    -                        

42,433,568          百万円

当該政策にかかる自己収入については、年金特別会計の保険料収入33,001,005百万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拠出金収入6,711,992百万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴収金収入1,649,969百万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　納付金収入948,711百万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積立金運用収入1,880百万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他収入120,009百万円

(参考）　　　自己収入

区　　　　　分

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）

（１）老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実
を図ること

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

Ⅲ 事業コスト

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

区　　　　　分

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

（１）老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実
を図ること



２．政策にかかるストック情報（主な資産等） (単位：百万円）

ストック内訳

未収金 未収収益 未収保険料 前払費用 運用寄託金 貸倒引当金 土地 立木竹 建物 工作物

123                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

5,835                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        3,544                  34                      2,085                  170                    

△ 12,368,257      628,656              454                    3,790,081            0                        111,464,931         △ 1,293,692        3,152                  -                        -                        -                        

△ 12,362,298      628,656              454                    3,790,081            0                        111,464,931         △ 1,293,692        6,696                  34                      2,085                  170                    

(単位：百万円）

ストック内訳

物品 無形固定資産 出資金 未払金 賞与引当金 公的年金預り金 退職給付引当金

92                      31                      -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        27,061                851,804              △ 7,724,591        △ 254                △ 120,110,492    △ 5,367             

92                      27,092                851,804              △ 7,724,591        △ 254                △ 120,110,492    △ 5,367             

※「物にかかるコスト」及び「庁舎等」の区分に当てはめられてる「物品」・「無形固定資産」、「土地」・「立木竹」・「建物」及び「工作物」は、特定の政策に結びつけることが困難なため、

定員数により、当該政策に配分を行っている。

３．参考情報

（１）当該政策に関連するコストの状況

①当該政策に配分された官房経費等の額
(単位：百万円）

Ⅰ　人にかかるコスト 178                    

Ⅱ　物にかかるコスト（庁舎等を含む。） 513                    

Ⅲ　その他事業コスト 11,410                

12,102                

②当該政策に配分された当年度の公債にかかる利払費
(単位：百万円）

利払費 1,338,399            

・省庁別財務書類の公債関連情報として記載されている利払費が、一般会計における政策ごとの「政策にかかるコスト」と「当該政策に配分された官房経費等」を合算したコストを基準として当該政策に配分された場合の額である。

（２）政策の概要

老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること、高齢者の雇用就業を促進すること。   

（３）共通経費配分の方法

「人にかかるコスト」、「物にかかるコスト」及び「庁舎等」については、定員数による配分を行っている。また、本省に一括して計上されている一部の人件費については、定員数により地方局・外局へ配分を行っている。

（４）その他

なし。

物にかかるコスト

庁舎等

（１）老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図
ること

合　　　計

区　　　　分

区　　　　分

合　　　計

合　　　計

備　考

物にかかるコスト

庁舎等

（１）老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図
ること


